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衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
司
法
修
習
生
へ
の
給
与
制
廃
止
と
貸
与
制
新
設
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

司
法
修
習
生
に
対
し
て
修
習
資
金
（
司
法
修
習
生
が
そ
の
修
習
に
専
念
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
資
金
を
い
う
。
）

を
貸
与
す
る
制
度
（
以
下
「
貸
与
制
」
と
い
う
。
）
は
、
司
法
制
度
改
革
に
関
す
る
幅
広
い
議
論
を
経
た
上
で
、
裁
判
所
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
に
よ
り
、
国
が
司
法
修
習
生
に
対
し
て
給
与
を
支
給
す
る

制
度
に
代
え
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
度
実
施
前
の
現
段
階
で
、
そ
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
は

考
え
て
お
ら
ず
、
今
後
、
制
度
の
実
施
状
況
等
を
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
義
務
は
、
司
法
修
習
生
に
対
し
、
限
ら
れ
た
期
間
内
で
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
し

て
の
実
務
に
必
要
な
能
力
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
司
法
修
習
生
が
そ
の
修
習
に
専
念
す
る
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
の
経
済
的
措
置
と
し
て
は
、
司
法
修
習
生
が
公
務
に
従
事
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
貸

与
制
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



法
曹
の
養
成
は
、
司
法
制
度
を
支
え
る
人
的
体
制
の
充
実
強
化
の
た
め
に
重
要
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
必
要
な
予
算
の
確

保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


